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事業の状況

（ 2024年4月 1 日から
2025年3月31日まで ）

売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属
する当期純利益

当連結会計年度 24,383 2,141 2,160 1,506
前連結会計年度 23,864 1,024 1,072 603

増減率 2.2％ 109.1％ 101.4％ 149.7％

事　 業　 報　 告

1. 企業集団の現況
(1) 事業の状況

① 事業の経過及び成果
　当連結会計年度における国内経済は、緩やかな回復基調にありますが、米国の通商政策等に
よる不透明感がみられます。先行きについては、米国の通商政策、物価上昇に伴う個人消費へ
のマイナス影響など景気下振れリスクがありながらも、雇用や所得環境の改善等により、国内
経済は緩やかな回復継続が期待されております。当社グループが属する情報サービス産業にお
いては、国内経済の緩やかな回復を背景に、企業等のデジタル活用（いわゆるデジタルシフ
ト）がより一層進展し、企業内あるいは社会課題の解決を目的としたIT投資が引き続き拡大す
るものと予想しております。
　このような中、当社グループは、「世界中のデータをつなぎ、誰もがデータを活用できる社
会を作る」をミッションとし「4つのシフト（事業シフト・技術シフト・組織シフト・人材シ
フト）」を戦略として掲げ、HULFT事業・データプラットフォーム事業を中心としたデータ
連携ビジネスの更なる拡大に取組んでおります。
　当連結会計年度における当社グループの業績は、下表のとおりです。

　（単位：百万円）

　増収の主な要因は、フィナンシャルITサービス事業が縮小した一方、流通ITサービス事業に
おけるシステム開発案件の検収に伴う一時的な売上高の増加及びデータ連携ビジネス
（HULFT事業・データプラットフォーム事業）の拡大があったこと等によるものです。増益
の主な要因は、前連結会計年度に受注損失引当金を計上している一方、当連結会計年度におい
ては受注損失等の臨時的要因に伴う影響は少ないこと等によるものです。なお、「DNX 
Ventures」第4号米国ファンドへの出資における管理費用の発生等に伴い営業外費用に投資事
業組合運用損を計上しておりますが、他方で、営業外収益に受取利息及び一部のお客様向けサ
ービスの中途解約に伴う違約金収入を計上しております。
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事業の状況

　当社グループが事業シフト進捗を測る指標として設定しているデータ連携ビジネス売上比率
は、52.6％（前連結会計年度比0.5ポイント増）となりました。流通ITサービス事業の一時的
な売上増加があったものの、それ以上にデータ連携ビジネスが拡大いたしました。
　当連結会計年度におけるセグメント別の業績は次のとおりであります。以下、セグメント間
取引については相殺消去しておりません。

（HULFT事業）
　当事業では、国内におけるデータ連携ソフトウェアのスタンダードである当社の主力製品
「HULFT」、「DataSpider Servista」及び関連製品の販売・サポートサービスを提供してお
ります。
　売上高は、一部製品（「DataSpider Cloud」等）の販売終了に伴う影響を受けたものの、
サポートサービスの更新が順調に推移したこと等により、9,998百万円（前連結会計年度比
0.5％増）となりました。当連結会計年度末現在のサポートサービス契約本数は、「HULFT」
は63,941本（前連結会計年度末差1,507本増）、「DataSpider Servista」は5,570本（同
107本増）と順調に推移しております。営業利益は、売上高の増加に加えて、販売費及び一般
管理費の減少等により、4,478百万円（同6.0％増）となりました。

（データプラットフォーム事業）
　当事業では、当社の強みである「HULFT」、「DataSpider Servista」及び日本発クラウド
型データ連携プラットフォーム「HULFT Square」を活用し、企業内・企業間のシステムと
SaaSのデータを連携することで、業務効率化及び経営刷新を図るサービスを提供しておりま
す。
　売上高は、「HULFT Square」の売上高の増加等により、2,828百万円（前連結会計年度比
14.0％増）となりました。「HULFT Square」の新規採用はエンタープライズ企業を中心に
進展しており、サービス利用契約件数は、前連結会計年度末比314.3％となりました。一方
で、サービスの立ち上げフェーズである「HULFT Square」の原価の計上及び要員拡充に伴う
コスト増等により、2,605百万円の営業損失（前連結会計年度は2,064百万円の営業損失）と
なりました。

－ 2 －
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事業の状況

（流通ITサービス事業）
　当事業では、主に流通小売業・航空業向けに、情報処理サービス、システム開発・運用サー
ビスを提供しております。
　売上高は、システム開発案件の一時的な売上高の増加等により、3,730百万円（前連結会計
年度比32.6％増）となりました。なお、前連結会計年度に受注損失引当金を計上しました
が、当連結会計年度においては受注損失等の臨時的要因に伴う影響は少ない一方、収益性の低
下等により、75百万円の営業損失（前連結会計年度は1,852百万円の営業損失）となりまし
た。

（フィナンシャルITサービス事業）
　当事業では、金融業向けに、情報処理サービス、システム開発・運用サービスを提供してお
ります。
　売上高は、システム開発案件の減少等により、7,825百万円（前連結会計年度比9.2％減）
となりました。営業利益は、売上高の減少等により、343百万円（同52.1％減）となりまし
た。

－ 3 －
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事業の状況

区 分
第55期

（2023年4月から
2024年3月まで）

第56期
（2024年4月から

2025年3月まで）
増減率

H U L F T 事 業 9,951百万円 9,998百万円 0.5％

データプラットフォーム事業 2,481 2,828 14.0

流 通 I T サ ー ビ ス 事 業 2,812 3,730 32.6

フィナンシャルITサービス事業 8,618 7,825 △9.2

合 計 23,864 24,383 2.2

調 整 額 － － －

連 結 損 益 計 算 書 計 上 額 23,864 24,383 2.2

セグメント別売上高（連結）

② 設備投資の状況
　当連結会計年度に実施した設備投資の総額は525百万円であり、その主なものは、
「HULFT」等の販売用ソフトウェアの開発であります。

③ 資金調達の状況
　該当事項はありません。

④ 事業の譲渡、合併等、企業再編行為等
　該当事項はありません。

－ 4 －
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財産及び損益の状況

区 分 第53期
(2022年3月期)

第54期
(2023年3月期)

第55期
(2024年3月期)

第56期
(2025年3月期)
(当連結会計年度)

売 上 高(百万円) 23,218 23,952 23,864 24,383
経 常 利 益(百万円) 2,943 2,223 1,072 2,160
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益(百万円) 2,051 1,440 603 1,506

1 株 当 た り
当 期 純 利 益 (円) 126.64 88.94 37.23 92.97

総 資 産(百万円) 20,833 21,299 22,696 21,179
純 資 産(百万円) 14,748 14,742 14,220 14,235

区 分 第53期
(2022年3月期)

第54期
(2023年3月期)

第55期
(2024年3月期)

第56期
(2025年3月期)
(当事業年度)

売 上 高(百万円) 23,139 23,761 23,539 24,009
経 常 利 益(百万円) 3,416 2,559 1,282 2,314
当 期 純 利 益(百万円) 2,062 1,678 655 1,661
1 株 当 た り
当 期 純 利 益 (円) 127.32 103.63 40.46 102.54

総 資 産(百万円) 20,723 21,360 22,501 21,146
純 資 産(百万円) 14,721 14,938 14,142 14,362

(2) 財産及び損益の状況
① 企業集団の財産及び損益の状況

（注）1株当たり当期純利益は、期中平均株式数で算出しております。

② 当社の財産及び損益の状況

（注）1株当たり当期純利益は、期中平均株式数で算出しております。

－ 5 －
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重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題

会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主 要 な 事 業 内 容

世存信息技術（上海）有限公司 826百万円 100％ システム受託開発、パッケージソ
フトウェア販売

S a i s o n  T e c h n o l o g y 
I n t e r n a t i o n a l ,  I n c .

2,950万
米ドル 100％ パッケージソフトウェア開発・販

売

S a i s o n  T e c h n o l o g y 
S i n g a p o r e  P t e .  L t d .

100万
シンガポールドル 100％ マーケティング業務受託

(3) 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社との関係

　該当事項はありません。

② 子会社の状況

(4) 対処すべき課題
　当社グループは、半世紀にわたり金融・流通業界の基幹業務システムを支えてきました。お
客様のことを考え抜いた開発現場から生まれた「HULFT」は、国内のデータ連携ソフトウェ
アのデファクトスタンダードになるまで成長し、お客様業務の安全・安心なデータ連携を支え
続けております。データ利活用や生成AIの進化は加速しており、企業がAI活用のためにデータ
を整流化し、それを各システムに取り込むプロセスが発生することにより、データ連携基盤の
ニーズも高まっております。そのような中、当社グループは日本発のクラウド型データ連携プ
ラットフォーム「HULFT Square」の提供を開始しております。当社グループのミッション
「世界中のデータをつなぎ、誰もがデータを活用できる社会を作る」のもと、今後も自社のテ
クノロジーを一層磨き、卓越したソリューションを提供することで、お客様のビジネスの成功
と社会の発展に貢献してまいります。

　当社グループにおける中期的な経営方針は、システム受託型から自社製品サービス提供型に
事業構造を変革させていくことであり、その実現に向け、対処すべき課題にあたる事業戦略と
して、「4つのシフト（事業シフト・技術シフト・組織シフト・人材シフト）」に取組んでま
いります。

①事業シフト
　システム受託型から自社製品サービス提供型に事業構造を変革させるべく、全社を挙げたデ

－ 6 －
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重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題

ータ連携ビジネス（HULFT事業及びデータプラットフォーム事業）の拡大に注力いたしま
す。データ連携ビジネスの売上比率は、当連結会計年度末で52.6％（前連結会計年度比0.5ポ
イント増）となりました。2028年3月期にはこの比率を70％まで高める計画です。成長ドラ
イバーとする「HULFT Square」の機能強化に加え、これまで積み上げてきた基幹業務システ
ムの開発・運用力も融合させることにより、当社グループならではの強みを活かしてデータ連
携ビジネスを強化してまいります。

②技術シフト
　当連結会計年度において、シリコンバレーに拠点をもつベンチャーキャピタルDNX 
Venturesの第4号米国ファンドへの出資、Salesforce主催の「Dreamforce 2024」への出展
等、海外の先端テクノロジーに積極的に触れてまいりました。社内においても組織横断の研究
活動やトップエンジニア育成・社外発信活動により、パブリッククラウド大手から表彰を受け
る等、技術力向上の成果が出始めております。引き続きデータマネジメント、AI、クラウド等
当社事業に密接に変わる技術領域に重点を置き、先端テクノロジーに触れることで自社製品サ
ービスを強化し、またエンジニアの育成にも取組んでまいります。

③組織シフト
　機能別組織への改組を通じて、エンジニア間の相互連携を強化し、これまで顧客業種ごとに
行われていたシステム受託ビジネスを横断的に展開できる体制を整えてまいりました。引き続
き組織リソースの最大化を図り、これまで以上に適切な意思決定を行ってまいります。

④人材シフト
　当社グループがサステナブルな経営を推進するためにも、人的資本の拡充は特に重要です。
「技術シフト」を通じて社員の技術力向上を図り、テクノロジーカンパニーとして社会的価値
を創造してまいります。また、社員一人ひとりの人生が充実することも重要であり、この両輪
が機能する環境づくりに努めてまいります。
　また、ガバナンスの観点からも組織における多様性に注目しております。特に課題として認
識しているジェンダー平等に向け、2030年における女性管理職比率30%を目標値として設定
し、これに向けて計画的な取組みを進めております。

－ 7 －
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主要な事業内容

H U L F T 事 業 国内におけるデータ連携ソフトウェアのスタンダードで
あ る 当 社 の 主 力 製 品 「HULFT 」 、 「DataSpider 
Servista」及び関連製品の販売・サポートサービスを提
供しております。

デ ー タ プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 事 業 当 社 の 強 み で あ る 「HULFT 」 、 「DataSpider 
Servista」及び日本発クラウド型データ連携プラットフ
ォーム「HULFT Square」を活用し、企業内・企業間
のシステムとSaaSのデータを連携することで、業務効
率化及び経営刷新を図るサービスを提供しております。

流 通 I T サ ー ビ ス 事 業 主に流通小売業・航空業向けに、情報処理サービス、シ
ステム開発・運用サービスを提供しております。

フ ィ ナ ン シ ャ ル I T サ ー ビ ス 事 業 金融業向けに、情報処理サービス、システム開発・運用
サービスを提供しております。

(5) 主要な事業内容（2025年3月31日現在）

－ 8 －
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主要な営業所等、従業員の状況、主要な借入先の状況

本 社 東 京 都 港 区
西 日 本 事 業 所 大 阪 府 大 阪 市
中 部 事 業 所 愛 知 県 名 古 屋 市

世 存 信 息 技 術 （ 上 海 ） 有 限 公 司 本 社 　 中 華 人 民 共 和 国
Saison Technology International, Inc. 本 社 　 ア メ リ カ 合 衆 国
Saison Technology Singapore Pte. Ltd. 本 社 　 シ ン ガ ポ ー ル

(6) 主要な営業所等（2025年3月31日現在）
① 当社

② 子会社

従業員数 前連結会計年度末比増減

771名 14名増

従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

731名 17名増 42.9歳 13.4年

(7) 従業員の状況（2025年3月31日現在）
① 企業集団の従業員の状況

（注）従業員数は就業人員であり、臨時従業員を含んでおりません。

② 当社の従業員の状況

（注）1. 従業員数は就業人員であり、臨時従業員を含んでおりません。
2. 従業員数には、当社から他社への出向者6名を含んでおりません。
3. 従業員数には、嘱託・契約社員を含めております。

(8) 主要な借入先の状況（2025年3月31日現在）
　金融機関からの借入金はありません。

－ 9 －
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株式の状況

① 発行可能株式総数 60,000,000株
② 発行済株式の総数 16,200,000株（自己株式584株を含む）
③ 株主数 4,531名

株 主 名 持 株 数 （ 株 ） 持 株 比 率 （ ％ ）

株 式 会 社 ク レ デ ィ セ ゾ ン 7,588,000 46.84

株 式 会 社 メ ル コ グ ル ー プ 3,240,000 20.00
インタートラスト　トラステイーズ　ケイマン
リミテツド　アズ　トラステイ　オブ　ザ　   
ユビキタス　マスター　シリーズトラスト　  
メ ル コ グ ル ー プ 　 マ ス タ ー フ ア ン ド

1,167,800 7.21

イ ー シ ー エ ム 　 マ ス タ ー フ ア ン ド
エ ス ピ ー ブ イ ワ ン 857,028 5.29

株 式 会 社 イ ン テ リ ジ ェ ン ト ウ ェ イ ブ 500,000 3.09

大 日 本 印 刷 株 式 会 社 307,500 1.90

セ ゾ ン テ ク ノ ロ ジ ー 社 員 持 株 会 273,192 1.69

協 和 青 果 株 式 会 社 171,700 1.06

株 式 会 社 メ ル コ ホ ー ル デ ィ ン グ ス 81,000 0.50

富 士 通 株 式 会 社 80,000 0.49

2. 会社の現況
(1) 株式の状況（2025年３月31日現在）

④ 大株主（上位10名）

（注）1. 持株比率は、自己株式（584株）を控除して計算しております。
2. 株式会社メルコグループが2024年9月5日付で提出した大量保有報告書の変更報告書、エスティーエ

ム　ヘリテージ　ピーティーイーエルティーディーが2024年3月26日付で提出した大量保有報告書
及び株式会社メルコホールディングスが2024年3月26日付で提出した大量保有報告書の変更報告書
において、株式会社メルコグループ、エスティーエム　ヘリテージ　ピーティーイーエルティーディ
ー及び株式会社メルコホールディングスが2024年3月19日現在でそれぞれ以下の当社株式を保有し
ている旨が記載されておりますが、このうち、エスティーエム　ヘリテージ　ピーティーイーエルテ
ィーディーについては、当社として2025年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませ
んので、上記大株主の状況には含めておりません。

－ 10 －
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氏名又は名称 住所 保有株券等の数
（株）

保有割合
（％）

株式会社メルコグループ
東京都千代田区丸の内一丁目11
番1号パシフィックセンチュリー
プレイス丸の内

3,240,000 20.00

エスティーエム　ヘリテー
ジ　ピーティーイーエルテ
ィーディー

シンガポール共和国　048547、
18ロビンソンロード、＃15-01　
18ロビンソン

1,167,800 7.21

株式会社メルコホールディ
ングス

東京都千代田区丸の内一丁目11
番1号パシフィックセンチュリー
プレイス丸の内

81,000 0.50

計 － 4,488,800 27.71

なお、当該各報告書の内容は以下のとおりであります。

3. 株式会社メルコホールディングスは、2025年4月1日付で株式会社バッファローを吸収合併し、商号
を株式会社バッファローに変更しております。

－ 11 －
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地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 葉 山 誠 社長執行役員

取 締 役 石 田 誠 司 常務執行役員　営業本部長、Saison Technology 
International, Inc. Director

取 締 役 山 本 善 久 執行役員　開発本部長

取 締 役 藤 内 聖 文 執行役員　経営戦略本部長　IR/SR管掌

取 締 役 小 野 和 俊 株式会社クレディセゾン取締役（兼）専務執行役員
CDO（兼）CTO

取 締 役 長 瀬 𠮷 昌 株式会社ジェイ・アンド・ユー代表取締役、株式会社
メルコホールディングス取締役

取 締 役 マ ニ ヤ ン 麻 里 子 株式会社TPO代表取締役

取 締 役 黒 田 は る ひ 本間合同法律事務所弁護士

常 勤 監 査 役 栂 野 恭 輔

監 査 役 小 川 憲 久 紀尾井坂テーミス綜合法律事務所弁護士

監 査 役 小 林 隆 博

(2) 会社役員の状況
① 取締役及び監査役の状況（2025年3月31日現在）

（注）1. 取締役長瀬𠮷昌氏、取締役マニヤン麻里子氏、取締役黒田はるひ氏はいずれも、社外取締役でありま
す。

2. 監査役小川憲久氏、監査役小林隆博氏はいずれも、社外監査役であります。
3. 監査役小川憲久氏は、弁護士及び一般財団法人ソフトウェア情報センター理事に従事しており、情報

サービス産業に関する知的財産権について相当程度の知見を有しております。
4. 当社は、社外取締役マニヤン麻里子氏、社外取締役黒田はるひ氏、社外監査役小川憲久氏、社外監査

役小林隆博氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ておりま
す。

－ 12 －
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② 責任限定契約の内容の概要
　当社と取締役（業務執行取締役等である者を除く）及び監査役は、会社法第427条第1項の
規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく賠償責任の限度額は、取締役（業務執行取締役等である者を除く）及び監
査役のいずれも300万円又は同法第425条第1項に規定される最低責任限度額のいずれか高い
額としております。

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、当社の役員等（取締役、監査役及び執行役員）を被保険者として、保険会社との間
で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約（D&O保険契約）を締結して
おり、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及
に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について、填補することとしておりま
す。ただし法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補され
ない等、一定の免責事由があります。なお、保険料は特約部分も含め会社が全額負担してお
り、被保険者の実質的な保険料負担はありません。

④ 取締役及び監査役の報酬等の額
イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社の取締役（社外取締役を除く）は原則として執行役員を兼務することから、取締役に
適用される基本報酬と、執行役員に適用される執行役員報酬及びプロフィットシェアリング
で構成されます。基本報酬は、経営運営の安定化と、企業としての継続的発展を目指し、企
業理念遵守のもと、役員の果たすべき役割を明確化したうえで、業績との連動性を設けず、
社外取締役と社内取締役の区別なく一律の報酬として固定額を毎月支給しております。一
方、執行役員報酬及びプロフィットシェアリングは、中長期的な事業戦略の達成を目指すべ
く、業績に連動し、役位に応じたものとしております。なお、監査役の報酬は、中長期的な
企業価値の向上や株主利益の保護のため、独立性と透明性を確保し客観的な立場から経営に
対する監督を行うこと等の職責を全うすることを目的として、株主総会で決議された総額の
範囲内で監査役の協議により決定し、固定額を毎月支給しております。
　また、企業を取り巻く環境の変化（グローバル化や技術変革スピード）を考慮し、報酬レ
ベルの適正化により、社外からも多様で優秀な人材を確保することも目的としております。
このような目的を達成するため、役員報酬の基本方針を次のとおり定めております。

－ 13 －
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（基本方針）
　・株主様や様々なステークホルダーからの理解が得られるようTSR（株主総利回り）等の

経営指標を利用して価値の共有を図ります。
　・報酬総額については、経営の安定化、有能な社員維持のために必要となる役員数の確保

が可能な額を想定しております。
　・報酬決定プロセスは、社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会の審議を経ること

で客観性・透明性・妥当性を確保してまいります。
　・執行役員の報酬は、当該事業年度における連結業績との連動性を設けるとともに、企業

の持続可能性の維持を目指し、プロフィットシェアリングを設けます。

（報酬の概要等）
　当社の役員報酬は、基本報酬ならびに執行役員報酬及びプロフィットシェアリング（業績
連動報酬）により構成されており、いずれも金銭報酬となります。また基本報酬と執行役員
報酬は毎月固定的に支払うものとしております。

（報酬水準）
　取締役の報酬水準は、基本報酬と執行役員報酬を合算した額を、優秀な人材確保・保持が
可能となる競争力のある報酬水準となるよう、外部専門機関の客観的な報酬データ等を利用
し、適宜見直しを行うものとしております。

（取締役の個人別の報酬等の決定方法等）
　代表取締役を含むすべての取締役の基本報酬は、一律年額6百万円に固定するものとし
て、2023年2月28日の取締役会において決議しております。

（執行役員報酬）
　社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員、執行役員の役位ごとに報酬レンジを設け、
毎年執行範囲における事業計画の達成度合いと、企業理念の達成に向けた取組み・姿勢等を
自己評価したうえで、代表取締役が評価を確定し、取締役会の委任を受けて翌年度の報酬を
指名・報酬委員会にて協議・決定します。

－ 14 －
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（プロフィットシェアリング）
　営業利益・経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益を全て計画達成した場合（従業員
報酬の賞与引当加減後）に、親会社株主に帰属する当期純利益超過額の10％を限度に、プ
ロフィットシェアリングとして全執行役員（取締役でない者を含む）で均等分配します。た
だし、親会社株主に帰属する当期純利益の計画がROE10％に満たない計画であった場合に
は、ROE10％水準を超えた額の10％を原資とします。また、プロフィットシェアリングの
支給により、株主総会であらかじめ定められた役員報酬総額を超える場合は、株主総会に上
申し承認を得るものとします。

（指名・報酬委員会の手続・活動内容）
　指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として2018年8月22日に設置されておりま
す。指名・報酬委員会は、社外取締役2名及び代表取締役1名により構成され、その権限の
内容及び裁量の範囲は、社長の後継者計画の策定・運用に関する事項、取締役（代表取締役
を含む）の報酬等に関する事項、取締役の報酬等に関する株主総会議案の内容等のほか、指
名・報酬委員会が必要と認めた事項となっており、当社の取締役、監査役及び執行役員の報
酬等の公正性、客観性及び透明性に関する審議を実施し、取締役会に対して勧告・提言を行
うとともに、委任を受けた決定等を行っております。当事業年度において、指名・報酬委員
会は計12回開催し、取締役等の報酬に関し、その体系・決定プロセスの検討及び役員報酬
案に対する評価を行っております。

（当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会
が判断した理由）
　取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬委員会が決定方針との整
合性を含めて総合的に審議していること等から、取締役会としても、決定方針に沿うもので
あると判断しております。

－ 15 －



2025/05/16 9:03:10 / 24179141_株式会社セゾンテクノロジー_招集通知

会社役員の状況

役員区分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円）
対象となる
役員の員数

（人）基本報酬 執行役員
報酬

プロフィット
シェアリング

（業績連動報酬）

取締役
（うち社外取締役）

145,008
（15,000）

39,000
（15,000）

106,008
（―）

―
（―）

6
（2）

監査役
（うち社外監査役）

29,700
（12,060）

29,700
（12,060）

―
（―）

―
（―）

4
（2）

合計 174,708 68,700 106,008 ― 10

ロ．当事業年度に係る役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役
員の員数

（注）1 当事業年度末現在の役員の員数は取締役8名、監査役3名であります。
2 対象となる役員の員数は、2024年6月18日開催の第55期定時株主総会終結の時をもって退

任した社外監査役1名を含み、無報酬の取締役2名（うち、社外取締役は1名）を除いており
ます。

3 当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
4 指名･報酬委員会及びガバナンス委員会の委員のうち、独立役員に対しては委員手当（委員長

は委員長手当）を支給しております。上記の基本報酬の額には、当該委員長手当及び委員手
当の額を含んでおります。

5 当社は、取締役に対して、業績連動報酬としてプロフィットシェアリングを支給しておりま
す。上記のプロフィットシェアリングの額の算定の基礎として選定した業績指標の内容及び
当該業績指標を選定した理由並びにプロフィットシェアリングの額の算定方法は、「イ．役
員報酬等の内容の決定に関する方針等」に記載のとおりです。当事業年度におけるプロフィ
ットシェアリングに係る指標の目標は、2024年5月10日公表の連結業績予想における営業利
益22億円・経常利益22億円・親会社株主に帰属する当期純利益15億円及び2024年6月18日
提出の有価証券報告書に記載のROE計画値10.5％であるところ、実績は営業利益21億円・経
常利益21億円・親会社株主に帰属する当期純利益15億円・ROE10.6％であり、未達成であ
ります。

6 2008年6月13日に開催された第39期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額
250百万円以内、監査役の報酬限度額は年額60百万円以内として決議しております。当該定
時株主総会終結時点の取締役の員数は11名（うち、社外取締役は3名）、監査役の員数は4名
（うち、社外監査役は3名）です。

－ 16 －
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取締役会（18回開催） 監査役会（14回開催）

出席回数 出席率 出席回数 出席率

取締役 長 瀬 𠮷 昌 14回 100％ － －

取締役 マニヤン麻里子 18回 100％ － －

取締役 黒 田 は る ひ 18回 100％ － －

監査役 小 川 憲 久 18回 100％ 14回 100％

監査役 小 林 隆 博 18回 100％ 14回 100％

ハ．社外役員が親会社及び子会社等から受けた役員報酬等の総額
　該当事項はありません。

⑤ 社外役員に関する事項
イ．重要な兼職先と当社との関係

・取締役長瀬𠮷昌氏は、株式会社ジェイ・アンド・ユー代表取締役及び株式会社メルコホー
ルディングス取締役を兼務しております。なお、株式会社メルコホールディングスは当社
及び株式会社メルコグループとの資本業務提携契約に基づき、販売チャネル強化を目的と
したソフトウェアプロダクト販売代理店契約を締結しております。

・取締役マニヤン麻里子氏は、株式会社TPOの代表取締役を兼務しております。なお、当社
と株式会社TPOとの間に特別な関係はありません。

・取締役黒田はるひ氏は、本間合同法律事務所の弁護士を兼務しております。なお、当社と
本間合同法律事務所との間に特別な関係はありません。

・監査役小川憲久氏は、紀尾井坂テーミス綜合法律事務所の弁護士を兼務しております。な
お、当社と紀尾井坂テーミス綜合法律事務所との間に特別な関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況
取締役会及び監査役会への出席状況

（注）1 2024年6月18日開催の第55期定時株主総会において、長瀬𠮷昌氏は新たに取締役に選任さ
れ就任いたしました。長瀬𠮷昌氏の就任日である2024年6月18日から2025年3月31日まで
の間における取締役会の開催回数は14回であり、長瀬𠮷昌氏の出席率の欄には当該期間にお
ける出席率を記載しております。

2 上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第23条第2項の規定に基づ
き、取締役会決議があったものとみなす電磁的方法による決議が2回ありました。

－ 17 －
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職務の概要

取締役 長 瀬 𠮷 昌
　同氏は、同氏の経歴を通じて得た経営全般の経験及び幅広い見識を有してお
り、健全かつ効率的な経営の推進について指導いただく等、社外取締役に求めら
れる役割・責務を十分に発揮していただきました。

取締役 マ ニ ヤ ン
麻 里 子

　同氏は、同氏の経歴を通じて得た経営者としての経験と見識をもとに、意思決
定に必要な情報を充足させること等、経営リスクの低減が図られるよう社外取締
役に求められる役割・責務を十分に発揮していただきました。
　また、指名・報酬委員会の委員長として、取締役の役割の設定等に関して積極
的な意見をいただきました。

取締役 黒 田 は る ひ

　同氏は、同氏の経歴を通じて培った弁護士としての経験と見識をもとに、法的
観点において当社企業価値向上について指導いただく等、社外取締役に求められ
る役割・責務を十分に発揮していただきました。
　また、ガバナンス委員会の委員長として、委員の意見を集約するとともに、客
観性の高い答申をいただきました。指名・報酬委員会の委員としても、執行役員
の人選等に積極的な意見をいただきました。

ハ. 取締役会及び監査役会における発言状況
・取締役長瀬𠮷昌氏、取締役マニヤン麻里子氏、取締役黒田はるひ氏、監査役小川憲久氏、

監査役小林隆博氏は取締役会において議案審議に必要な発言を適宜行っております。
・監査役小川憲久氏、監査役小林隆博氏は監査役会において監査の方法その他監査役の職務

の執行に関して必要な発言を適宜行っております。

ニ. 社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
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会計監査人の状況

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 53百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 66百万円

(3) 会計監査人の状況
① 名称　　　　　　　　　　有限責任監査法人トーマツ

② 報酬等の額

（注）当社と会計監査人の間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報
酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこ
れらの合計額を記載しております。

③ 会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由
　監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の職務執行状況、監査時間及び監査
報酬の推移、報酬額の見積りの算定根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等の額は適切で
あると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。

④ 非監査業務の内容
　当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の監査証明業務以外の業務である
SOC2保証報告書の作成業務についての対価を支払っております。

⑤ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、法令等が定
める会計監査人の独立性及び適格性が確保できない場合、その他必要と判断される場合には、
会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提出することを検討します。
　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認め
られる場合は、会計監査人を解任します。

⑥ 責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。

⑦ 当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人の当社の重要な子会社の計算書類監査の状
況
　該当事項はありません。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

3. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(1) 業務の適正を確保するための体制
　当社は、取締役会において、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を決議しており、
業務の適正を確保するための体制の概要は以下のとおりです。

①　当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　当社は、コンプライアンスを経営の最重要課題と位置づけ、法令、定款、健全な社会規範の下で職務
遂行できるよう、代表取締役を最高責任者として、コンプライアンス方針とコンプライアンス体制を整
備し、研修を定期的に実施し、コンプライアンス意識の醸成と周知徹底を図っております。
　当社は、社内外に、コンプライアンスに係わる通報窓口を設置する等、内部通報制度を整備しており
ます。
　当社は、内部統制委員会を設置し、内部統制上の重要課題に対する対策の検討・決定、監査役会や代
表取締役への報告等を一元的、網羅的に実施しております。また、監査役会及び内部監査部門を設置
し、内部統制システムの整備・運用状況を監査しております。
　当社は、取締役会の諮問機関として、当社独立社外役員や社外の有識者により構成されるガバナンス
委員会を設置し、その審議結果を尊重することで、当社や当社株主共同の利益に配慮し、経営の透明
性、公正性を確保しております。

②　当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　当社は、取締役会等の重要な会議の議事録のほか、「職務権限規則」に基づき決裁された決裁書等の
文書、各種契約書、その他職務の執行に係わる重要情報を文書化（電子文書を含む）し、「文書管理規
程」に基づき適切に保存・管理・廃棄しております。

③　当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社は、「リスク管理規程」を定め、リスクを特定・評価したうえで、必要な予防・軽減策を講じ、
当社の企業価値の保全と業務の円滑な運営を図っております。
　当社は、情報資産を保全し、セキュリティリスク、開発プロジェクトリスク、システム障害等のリス
クに対応すべく、セキュリティ方針、個人情報保護方針、品質方針を定め、適切な管理体制を整備して
おります。
　当社は、リスク等が現実化した場合、損失や影響を最小化できるよう体制を整備しております。

④　当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当社は、当社グループの経営戦略及び経営計画を取締役会にて決議し、経営会議において業績管理、
取締役会において業務執行状況の確認を行っております。
　当社は、職務分掌を社内規則として定め、権限と責任を明らかにし、業務の効率的運営を図っており
ます。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

⑤　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　当社は、「子会社等管理規則」を定め、子会社から経営状況の報告を受けております。
　当社は、「リスク管理規程」に基づき、子会社のリスクを特定・評価したうえで、必要な予防・軽減
策を講じ、子会社の企業価値の保全と業務の円滑な運営を図っております。
　当社は、子会社の重要事項について事前協議を受け、必要に応じ当社所定の決裁承認を得ておりま
す。
　当社は、子会社において、法令、定款、健全な社会規範の下で職務遂行できるよう、子会社の経営責
任者を最高責任者として、コンプライアンス方針とコンプライアンス体制を整備し、研修を定期的に実
施し、コンプライアンス意識の醸成と周知徹底を図っております。
　当社子会社の役職員も利用可能な内部通報制度を整備しております。

⑥　当社監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項ならびに当該使用人の当社取締役からの独立性に関
する事項

　当社は、内部監査部門から監査役の職務を補助する使用人を1名以上発令しております。当該使用人
は、監査役からの指揮命令権を優先しております。
　当社は、監査役の職務を補助すべき使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分については、あらかじめ
監査役の同意を得ております。

⑦　当社監査役への報告に関する体制
　当社の監査役は、当社又は当社子会社の取締役会等の重要会議に出席し、取締役等の職務の執行状況
や、リスク管理の状況、コンプライアンスの状況について報告を受け、決裁書等の関連資料を閲覧して
おります。
　当社グループの取締役及び使用人は、当社及び当社グループ全体に著しい損害を及ぼすおそれのある
事実、あるいは取締役・使用人の不正行為、法令、定款に違反する重大な事実が発生する可能性や発生
した事実について、監査役に対し速やかに報告しております。
　内部通報制度の担当部署は、当社の監査役に対し、内部通報の状況を定期的に報告しております。
　当社は、監査役へ報告を行った者が当該報告をしたことを理由として当社又は子会社において不利な
取扱いを行いません。

⑧　当社監査役の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
　当社監査役又は監査役会から、職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求については、それが
職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理しております。

⑨　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　当社の監査役は、代表取締役、会計監査人との意思疎通を図るため、それぞれ定期的に意見交換を行
っております。
　当社の監査役は、職務の執行に必要な時は、取締役・使用人に報告を求めることができ、さらに、内
部監査部門の実施する内部監査の報告を受け、連携しております。

－ 21 －



2025/05/16 9:03:10 / 24179141_株式会社セゾンテクノロジー_招集通知

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況
①　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について
　当事業年度においては、取締役会を18回開催し、法令において定められた事項や当社又は
当社グループ全体に影響を及ぼす経営上の重要事項について、「取締役会規則」に基づき意思
決定するとともに、その他重要事項や業務執行の状況について監視しております。また、取締
役会議事録その他の重要な文書が適切に管理されていることを確認しております。

②　監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制について
　当事業年度においては、監査役会を14回開催し、監査役間の情報共有に基づき会社の状況
を把握し、経営の妥当性、効率性、コンプライアンス等について定期的に意見交換を行ってお
ります。また、取締役会その他重要な会議に出席するとともに、内部監査担当部門の実施する
内部監査の報告を受け、経営状況・リスク管理状況等について確認しております。

③　業務の適正を確保するための体制について
　内部監査担当部門は、内部監査計画に基づき、当社の各部門の業務執行及び子会社の業務の
監査、内部統制監査を実施し、監査室長から内部監査結果の概要を原則として毎事業年度の四
半期ごとに取締役会に報告しており、取締役会には全監査役が出席しております。

④　コンプライアンス体制について
　コンプライアンス体制について、教育・研修は、全社員向けに年に1度Webにて研修を実
施、また、入社時都度のコンプライアンス研修を実施しております。

※ 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結貸借対照表

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 流 動 負 債
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
契 約 資 産
有 価 証 券
仕 掛 品
貯 蔵 品
未 収 還 付 法 人 税 等
そ の 他
流 動 資 産 合 計

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
工 具 、 器 具 及 び 備 品
リ ー ス 資 産
有 形 固 定 資 産 合 計

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他
無 形 固 定 資 産 合 計

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
敷 金
退 職 給 付 に 係 る 資 産
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計
固 定 資 産 合 計　

12,326,345
2,659,660
336,359
500,000
6,111
36,339
124,439
712,542

16,701,799

336,152
355,873
6,252

698,278

891,275
124,110

1,015,386

747,525
577,873
587,964
751,356
104,417
△5,104

2,764,032
4,477,698　

支 払 手 形 及 び 買 掛 金 699,180
リ ー ス 債 務 1,732
設 備 関 係 未 払 金 14,611
未 払 費 用 617,334
未 払 法 人 税 等 37,707
前 受 金 3,945,377
賞 与 引 当 金 460,145
受 注 損 失 引 当 金 9,463
そ の 他 739,242
流 動 負 債 合 計 6,524,795

固 定 負 債
リ ー ス 債 務 4,932
資 産 除 去 債 務 414,576
固 定 負 債 合 計 419,509

負 債 合 計 6,944,304
純 資 産 の 部

株 主 資 本 13,786,817
資 本 金 1,367,687
資 本 剰 余 金 1,454,233
利 益 剰 余 金 10,965,761
自 己 株 式 △865

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 448,375
その他有価証券評価差額金 36,053
為 替 換 算 調 整 勘 定 350,552
退職給付に係る調整累計額 61,769

純 資 産 合 計 14,235,192
資 産 合 計 21,179,497 負 債 純 資 産 合 計 21,179,497

連 結 貸 借 対 照 表
（2025年3月31日現在）

（単位：千円）

※ 単位未満の端数処理は、切り捨て表示によっております。
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連結損益計算書

（ 2024年4月 1 日から
2025年3月31日まで ）

科 目 金 額
売 上 高 24,383,235
売 上 原 価 15,529,649

売 上 総 利 益 8,853,585
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,711,755

営 業 利 益 2,141,830
営 業 外 収 益

受 取 利 息 36,712
受 取 配 当 金 6,561
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 2,157
違 約 金 収 入 17,532
そ の 他 11,785 74,748

営 業 外 費 用
支 払 利 息 440
為 替 差 損 4,145
投 資 事 業 組 合 運 用 損 51,498
そ の 他 7 56,091
経 常 利 益 2,160,487

特 別 損 失
固 定 資 産 処 分 損 10,506 10,506
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,149,980
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 327,428
法 人 税 等 調 整 額 316,532 643,960
当 期 純 利 益 1,506,019
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,506,019

連 結 損 益 計 算 書

（単位：千円）

※ 単位未満の端数処理は、切り捨て表示によっております。
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連結株主資本等変動計算書

（ 2024年4月 1 日から
2025年3月31日まで ）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,367,687 1,454,233 10,917,688 △865 13,738,744

当期変動額

剰余金の配当 △1,457,947 △1,457,947

親会社株主に帰属
する当期純利益 1,506,019 1,506,019

株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － 48,072 － 48,072

当期末残高 1,367,687 1,454,233 10,965,761 △865 13,786,817

その他の包括利益累計額
純資産合計その他有価証券

評価差額金
為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 19,565 364,413 97,901 481,879 14,220,624

当期変動額

剰余金の配当 △1,457,947

親会社株主に帰属
する当期純利益 1,506,019

株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） 16,488 △13,860 △36,131 △33,503 △33,503

当期変動額合計 16,488 △13,860 △36,131 △33,503 14,568

当期末残高 36,053 350,552 61,769 448,375 14,235,192

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）

※ 単位未満の端数処理は、切り捨て表示によっております。
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持分法を適用した非連結子会社
名

Saison Technology Singapore Pte. Ltd.

市場価格のない株式等
以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により
算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

建物及び構築物 8年～18年
工具、器具及び備品 2年～20年

連結注記表
1. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 2社
連結子会社名 世存信息技術（上海）有限公司

Saison Technology International, Inc.
非連結子会社名 Saison Technology Singapore Pte. Ltd.
連結の範囲から除いた理由 非連結子会社は、小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影
響を及ぼしていないためであります。

(2) 持分法の適用に関する事項

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうち世存信息技術（上海）有限公司の決算日は12月31日であり、連結決算日現在で実施した仮決算に基
づく財務諸表を使用しております。
　なお、Saison Technology International, Inc.の決算日は連結決算日と一致しております。

(4) 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. 有価証券
その他有価証券

ロ. デリバティブ
時価法

ハ. 棚卸資産
　棚卸資産の評価基準は原価法（連結貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。
・商品 個別法
・仕掛品 個別法
・貯蔵品 先入先出法

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ. 有形固定資産

・有形固定資産 定額法によっております。
（リース資産以外） なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
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・市場販売目的のソフトウエア 製品ごとの未償却残高を見込販売収益を基礎として当連結会計年度の実績販売収益に
対応して計算した金額と残存有効期間に基づく均等配分額のいずれか多い金額で償却
しております。

・自社利用のソフトウエア
（リース資産以外）

社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

・リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
なお、主なリース期間は5年～7年です。

ロ. 無形固定資産

・リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
なお、主なリース期間は5年です。

③ 重要な引当金の計上基準
イ. 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。

ロ. 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を
計上しております。

ハ. 受注損失引当金 受注案件に係る将来の損失に備えるため、受注済案件のうち当連結会計年度末におい
て将来の損失が見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積ることが可能なものにつ
いては、翌連結会計年度以降に発生が見込まれる損失額を引当計上しております。な
お、当該引当金は、これに対応する仕掛品と相殺表示しております。

④ 重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義

務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。なお、各製品・サービスにおける
約束された対価は履行義務の充足時点から概ね1年内に支払いを受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれて
おりません。

イ. パッケージ製品販売
HULFT事業においては、当社及び連結子会社で開発したパッケージソフトウェア製品の販売を行っております。顧

客への出荷と引き渡しの時点に重要な相違はなく、出荷時点で顧客が当該製品に対する支配を獲得していることから
履行義務が充足されると判断し、出荷時点で収益を認識しております。

ロ. サポートサービス
HULFT事業においては、当社及び連結子会社で開発したパッケージソフトウェア製品に係る技術サポートサービス

を提供しております。サポート契約期間を履行義務の充足期間として、履行義務を充足するにつれて一定期間にわた
り収益を認識しております。

ハ. システム開発
データプラットフォーム事業・流通ITサービス事業・フィナンシャルITサービス事業においては、顧客との契約に

基づき、受託システム開発、システム開発・導入支援、情報通信設備構築を行っております。履行義務の充足に係る
進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識、または履行義務の充足に係る進捗度が合理的に見積もれる時点まで
原価回収基準により収益を認識しております。ただし、工期がごく短く、かつ金額が重要ではない場合、顧客の検収
時点で当該収益を認識しております。
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イ. のれんの償却方法及び
償却期間

10年間の定額法により償却しております。

ロ. 退職給付に係る会計処理
の方法

・退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰
属させる方法については、給付算定式基準によっております。

・数理計算上の差異及び過去勤務費用の処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結
会計年度から費用処理することとしております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10
年）による定額法により費用処理しております。

ニ. 情報処理サービス
データプラットフォーム事業・流通ITサービス事業・フィナンシャルITサービス事業においては、顧客との契約に

基づき、受託計算等のアウトソーシングサービス、クラウドやSaaS、EDI等のアプリケーションサービス、ハウジン
グやホスティング、プラットフォーム等のインフラサービスを提供しております。契約で定められたサービス提供期
間を履行義務の充足期間として、履行義務を充足するにつれて一定期間にわたり収益を認識しております。

⑤ その他連結計算書類作成のための重要な事項

2. 会計方針の変更に関する注記
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下「2022年改正会
計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。
　法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし
書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用方針」（企業会計基準適用指針第28号　2022年10
月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。な
お、当該会計方針の変更による当連結会計年度の連結計算書類への影響はありません。
　また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結計算書類における取
扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計
方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結計算書類となっております。なお、当該会計方
針の変更による前連結会計年度の連結計算書類への影響はありません。

3. 会計上の見積りに関する注記
　会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に係る連結
計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

(1) 繰延税金資産の回収可能性
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産　751,356千円 

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　繰延税金資産の認識は、将来減算一時差異に加え税務上の繰越欠損金も勘案のうえ、将来の事業計画に基づく課税所
得の発生時期及び金額によって見積っております。
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前連結会計年度 当連結会計年度

売上高 428,164 409,390

契約資産 758,211 304,504

　当該見積りは、事業計画の基礎となる事業成長率等の一定の仮定を置いていますが、当該仮定は将来の不確実な経済
条件の変動等によって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、
翌連結会計年度の連結計算書類において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

(2) 受注損失引当金
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

受注損失引当金　9,463千円

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　顧客より受注したシステム開発案件のうち、当該受注契約の履行に伴い、翌連結会計年度以降に損失の発生が見込ま
れ、かつ、当該損失額を合理的に見積ることが可能なものについては、将来の損失に備えるため翌連結会計年度以降に
発生が見込まれる損失額を受注損失引当金として計上し、対応する仕掛品と相殺して表示しております。
　なお、当連結会計年度において、相殺表示した仕掛品はありません。
　受注損失引当金の見積りにおいては、顧客との契約条件の充足に係る交渉の状況を踏まえ、開発遅延の発生可能性や
解消のための対応策の複雑性等を考慮して見積った工数に基づいております。また、見積りの前提条件の変更等により
追加の引当が発生する可能性があり、翌連結会計年度に係る連結計算書類において認識する金額に重要な影響を与える
可能性があります。

(3) 請負契約に基づくシステム開発に係る収益認識
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　請負契約等の顧客に対して成果物の引き渡し義務を伴う受託システム開発については、合理的に履行義務の充足に係
る進捗度を見積ることができる場合には、当該進捗度に基づき一定期間にわたり収益を認識しております。
　履行義務の充足に係る進捗度の見積りにあたっては、見積原価総額に対する実際発生原価の割合により測定し、それ
に基づき収益を認識しております。見積原価総額は、主として開発工数と工数単価により見積もられる労務費及び外注
費等によって構成されております。プロジェクトの開発工数は、プロジェクトを構成する機能開発ごとに、過去の類似
する開発実績を基礎として、その他プロジェクト固有の特性、遂行体制、納期、進捗状況等を総合的に勘案して見積も
っております。
　受託システム開発は、契約ごとの個別性が強く、顧客要望の高度化、プロジェクトの複雑化や完成までの事業環境の
変化等によって、当初見積り時には予見不能な作業工数の増加により見積りの修正が必要になることがあります。見積
原価総額が大幅に変動した場合には、翌連結会計年度に係る連結計算書類において認識する金額に重要な影響を与える
可能性があります。
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有形固定資産の減価償却累計額 2,023,144千円

株式の種類 当 連 結 会 計 年 度
期 首 株 式 数(千株)

当 連 結 会 計 年 度
増 加 株 式 数(千株)

当 連 結 会 計 年 度
減 少 株 式 数(千株)

当 連 結 会 計 年 度 末
株　　式　　数(千株)

普 通 株 式 16,200 － － 16,200

・配当金の総額 728,973千円
・1株当たり配当金額 45円
・基準日 2024年3月31日
・効力発生日 2024年6月19日

・配当金の総額 728,973千円
・1株当たり配当金額 45円
・基準日 2024年9月30日
・効力発生日 2024年12月6日

・配当金の総額 728,973千円
・1株当たり配当金額 45円
・基準日 2025年3月31日
・効力発生日 2025年6月18日

4. 連結貸借対照表に関する注記

5. 連結損益計算書に関する注記
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

「8．収益認識に関する注記　(1)顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載のとおりであります。

(2) 売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額
売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額は9,463千円であります。

6. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 発行済株式の総数に関する事項

(2) 剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

2024年6月18日開催の第55期定時株主総会決議による配当に関する事項

2024年10月30日開催の取締役会決議による中間配当に関する事項

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
2025年6月17日開催の第56期定時株主総会決議において次のとおり付議いたします。

　なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

(3) 当連結会計年度末における新株予約権に関する事項
　該当事項はありません。

－ 30 －



2025/05/16 9:03:10 / 24179141_株式会社セゾンテクノロジー_招集通知

連結注記表

7. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
　当社グループは、運転資金及び設備資金については原則として自己資金を充当することとしつつも、資金計画等に照
らして、必要な資金を銀行等からの借入により調達しております。余剰資金の運用については、短期運用は預金等、長
期運用は主に安全性の高い債券等を対象に運用しております。
　また、運用の判断は安全性（元金や利子の支払に対する確実性）、流動性（換金の制約や換金の容易性）、収益性
（利息、配当等の収益）を考慮して行っております。

② 金融商品の内容及びそのリスク
　売掛金は事業活動から生じた営業債権であり顧客の信用リスクが存在します。有価証券及び投資有価証券は主に金銭
信託、債券及び業務上の関係を有する企業の株式等であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスク等が存在し
ます。敷金は主に事業所を賃借する際に支出したものであり、預入先の信用リスクが存在します。
　支払手形及び買掛金は事業活動から生じた営業債務であり、全て1年以内に支払期日が到来します。設備関係未払金
及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、設備投資等に係る資金調達を目的としたものであります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
（ア）信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　売掛金については、営業管理規程に従い営業管理担当部門で取引先の信用状況を把握するとともに、債権管理規
程に従い財務経理担当部門で債権回収の期日管理を行い、回収懸念の早期把握に努めております。
　債券については、金融資産運用管理規程に基づき一定の格付以上のものを投資対象とし信用リスクの軽減を図っ
ております。
　敷金については、信用度の高い企業と賃貸借契約を結ぶこととしております。

（イ）市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
　有価証券や投資有価証券については、定期的に時価や発行会社の財政状態等を把握し、満期保有目的の債券以外
のものは、定期的に保有継続について検討を行っております。

（ウ）資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
　手許流動性については、財務経理担当部門で月次において将来一定期間の資金収支の見込みを作成するととも
に、その見込みとの乖離を随時把握することで流動性リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価
額が変動することもあります。

⑤ 信用リスクの集中
　当連結会計年度の連結決算日における営業債権のうち33.0％が特定の大口顧客に対するものであります。
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連結注記表

連結貸借対照表計上額
（千円）

時 価
（千円）

差 額
（千円）

(1) 現金及び預金 12,388,385 12,388,387 2

(2) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券 32,226 32,226 －

(3) 敷金 577,873 564,992 △12,880

資産計 12,998,484 12,985,606 △12,878

(1) リース債務
（1年内返済予定含む） 6,665 6,983 318

負債計 6,665 6,983 318

区 分 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額
（千円）

　関係会社株式 148,092

　非上場株式 160,453

合計 308,545

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　2025年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。

※1　「現金及び預金」については、連結貸借対照表では投資その他の資産のその他に含まれている、長期定期預金（連結
貸借対照表計上額62,040千円）も含めて表示しております。

※2　「その他有価証券」のうち合同運用指定金銭信託については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が
帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。また、「売掛金」、「未収還付法人税等」、
「支払手形及び買掛金」、「設備関係未払金」、「未払法人税等」は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近
似するものであることから、記載を省略しております。

※3　連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資については、「時価の算定に
関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）第24-16項に従い、上表「その
他有価証券」には含めておりません。当該出資の連結貸借対照表計上額は406,754千円であります。

※4　市場価格のない株式等は、上表「その他有価証券」には含めておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は
以下のとおりであります。
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連結注記表

1 年 以 内
（千円）

1 年 超
5 年 以 内

（千円）

5 年 超
1 0 年 以 内

（千円）

1 0 年 超
（千円）

現金及び預金（※） 12,326,345 62,040 － －

売掛金 2,659,660 － － －

有価証券及び投資有価証券

　その他有価証券のうち満期があるもの 500,000 14,477 － －

合計 15,486,006 76,517 － －

区 分 1 年 以 内
（千円）

1 年 超
2 年 以 内

（千円）

2 年 超
3 年 以 内

（千円）

3 年 超
4 年 以 内

（千円）

4 年 超
5 年 以 内

（千円）
5 年 超

（千円）

リ ー ス 債 務 1,732 1,479 1,550 1,624 278 －

区分
時価（千円）

レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券及び投資有価
証券
　その他有価証券
　　その他 － 32,226 － 32,226

資産計 － 32,226 － 32,226

（注）1 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

※　連結貸借対照表では投資その他の資産のその他に含まれている、長期定期預金（連結貸借対照表計上額62,040千円）
も含めて表示しております。

（注）2 リース債務の連結決算日後の返済予定額

(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類して
おります。

レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプ
ットを用いて算定した時価

レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベ
ルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
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連結注記表

区分
時価（千円）

レベル1 レベル2 レベル3 合計
現金及び預金 － 12,388,387 － 12,388,387
敷金 － 564,992 － 564,992

資産計 － 12,953,380 － 12,953,380
リース債務
（1年内返済予定
含む）

－ 6,983 － 6,983

負債計 － 6,983 － 6,983

②　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
現金及び預金
　現金及び短期間で決済される預金の時価は、帳簿価額とほぼ等しいことから、レベル2の時価に分類しております。
長期定期預金の時価は、元利金の受取見込額を国債の利率をもとに、割引現在価値法により算定しており、レベル2の
時価に分類しております。

有価証券及び投資有価証券
　当社が保有しているその他有価証券は、取引金融機関から提示された情報を用いて評価しており、レベル2の時価に
分類しております。

敷金
　合理的に見積もった敷金の返還予定時期に基づき、国債の利率をもとに、割引現在価値法により算定しており、レベ
ル2の時価に分類しております。なお、国債の利率がマイナスの場合は、割引率を零として時価を算定しております。

リース債務（1年内返済予定含む）
　元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率をもとに、割引現在価値法により算定してお
り、レベル2の時価に分類しております。
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連結注記表

報告セグメント

HULFT事業 データプラット
フォーム事業

流通ITサービス
事業

フィナンシャル
ITサービス事業 合計

一時点で移転される財及びサ
ービス
一定の期間にわたり移転され
る財及びサービス

3,337,457

6,661,309

1,320,432

1,508,044

2,049,092

1,681,047

1,500,650

6,325,200

8,207,632

16,175,602
顧客との契約から生じる収益

9,998,766 2,828,477 3,730,139 7,825,851 24,383,235
その他の収益

－ － － － －
外部顧客への売上高

9,998,766 2,828,477 3,730,139 7,825,851 24,383,235

8. 収益認識に関する注記
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　主要な財又はサービス別に分解した収益の情報は以下のとおりであります。
（単位：千円）

※ 一定の期間にわたり移転される財及びサービスから生じる収益のうち、請負契約に係る収益の総額は409,390千円で
あります。

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　「1．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等　(4) 会計方針に関する事項　④　重要な収益
及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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連結注記表

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権(期首残高) 2,638,535

顧客との契約から生じた債権(期末残高) 2,659,660

契約資産(期首残高) 776,735

契約資産(期末残高) 336,359

契約負債(期首残高) 3,720,786

契約負債(期末残高) 3,945,377

（単位：千円）

当連結会計年度

1年以内 8,419,246

1年超2年以内 1,829,458

2年超3年以内 310,865

3年超 284,013

合計 10,843,582

(1) 1株当たり純資産額 878円75銭
(2) 1株当たり当期純利益 92円97銭

親会社株主に帰属する当期純利益 1,506,019千円
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 1,506,019千円
普通株式の期中平均株式数 16,199,416株

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①　契約資産及び契約負債の残高等

（単位：千円）

　契約資産は主に、システム開発における顧客との契約において進捗度または原価回収基準に基づいて認識した収益にか
かる未請求の対価に対する権利であります。契約資産は、顧客の検収時点で売上債権へ振替えられます。
　期末の契約資産残高のうち、請負契約に係る残高は304,504千円であります。
　契約負債は主に、サポートサービスにかかる顧客からの前受金に関連するものであります。契約負債は、連結計算書類
上「前受金」に計上しており、収益の認識に伴い取り崩されます。
　当連結会計年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは、2,620,126千円でありま
す。

②　残存履行義務に配分した取引価格
　残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。

9. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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貸借対照表

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 流 動 負 債
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
契 約 資 産
有 価 証 券
仕 掛 品
貯 蔵 品
前 払 費 用
未 収 入 金
未 収 還 付 法 人 税 等
流 動 資 産 合 計
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
工 具 、 器 具 及 び 備 品
リ ー ス 資 産
有 形 固 定 資 産 合 計
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他
無 形 固 定 資 産 合 計
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
長 期 前 払 費 用
敷 金
前 払 年 金 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金
投資その他の資産合計
固 定 資 産 合 計　

11,437,544
2,555,350
336,359
500,000
6,111
36,339
695,586
5,942

124,439
15,697,674

336,152
352,234
6,252

694,639

926,744
124,110
1,050,855

599,433
1,217,396
30,581
572,441
497,790
779,761
11,383
△5,104

3,703,682
5,449,177　

買 掛 金 716,112
リ ー ス 債 務 1,732
未 払 金 285,516
設 備 未 払 金 14,611
未 払 費 用 556,441
未 払 法 人 税 等 39,918
未 払 消 費 税 等 323,327
前 受 金 3,888,406
預 り 金 95,527
賞 与 引 当 金 408,681
受 注 損 失 引 当 金 9,463
そ の 他 25,413
流 動 負 債 合 計 6,365,151
固 定 負 債
リ ー ス 債 務 4,932
資 産 除 去 債 務 414,576
固 定 負 債 合 計 419,509
負 債 合 計 6,784,661

純 資 産 の 部
株 主 資 本 14,326,137
資 本 金 1,367,687
資 本 剰 余 金 1,462,360
資 本 準 備 金 1,461,277
そ の 他 資 本 剰 余 金 1,082
利 益 剰 余 金 11,496,955
利 益 準 備 金 157,500
そ の 他 利 益 剰 余 金 11,339,455
別 途 積 立 金 820,000
繰 越 利 益 剰 余 金 10,519,455

自 己 株 式 △865
評 価 ・ 換 算 差 額 等 36,053
その他有価証券評価差額金 36,053
純 資 産 合 計 14,362,191

資 産 合 計 21,146,852 負 債 純 資 産 合 計 21,146,852

貸　借　対　照　表
（2025年3月31日現在）

（単位：千円）

※ 単位未満の端数処理は、切り捨て表示によっております。
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損益計算書

（ 2024年4月 1 日から
2025年3月31日まで ）

科 目 金 額
売 上 高 24,009,281
売 上 原 価 15,533,531
売 上 総 利 益 8,475,750

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,138,649
営 業 利 益 2,337,100

営 業 外 収 益
受 取 利 息 94
受 取 配 当 金 6,561
受 取 手 数 料 2,154
違 約 金 収 入 17,532
そ の 他 3,888 30,230

営 業 外 費 用
支 払 利 息 372
為 替 差 損 1,436
投 資 事 業 組 合 運 用 損 51,498 53,306
経 常 利 益 2,314,024

特 別 損 失
固 定 資 産 処 分 損 10,483 10,483
税 引 前 当 期 純 利 益 2,303,540
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 326,045
法 人 税 等 調 整 額 316,380 642,425
当 期 純 利 益 1,661,115

損　益　計　算　書

（単位：千円）

※ 単位未満の端数処理は、切り捨て表示によっております。
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株主資本等変動計算書

（ 2024年4月 1 日から
2025年3月31日まで ）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本準備金 その他資本

剰余金
資本剰余金

合計 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金
合計別途積立金 繰越利益

剰余金
当期首残高 1,367,687 1,461,277 1,082 1,462,360 157,500 820,000 10,316,287 11,293,787 △865 14,122,970

当期変動額

剰余金の配当 △1,457,947 △1,457,947 △1,457,947

当期純利益 1,661,115 1,661,115 1,661,115

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － － － － － 203,167 203,167 － 203,167

当期末残高 1,367,687 1,461,277 1,082 1,462,360 157,500 820,000 10,519,455 11,496,955 △865 14,326,137

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券

評価差額金
評価・換算
差額等合計

当期首残高 19,565 19,565 14,142,535

当期変動額

剰余金の配当 △1,457,947

当期純利益 1,661,115

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 16,488 16,488 16,488

当期変動額合計 16,488 16,488 219,656

当期末残高 36,053 36,053 14,362,191

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

※ 単位未満の端数処理は、切り捨て表示によっております。
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個別注記表、連結会計監査報告

・市場価格のない株式等
　以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により
算定）

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

建物 8年～18年
工具、器具及び備品 2年～20年

イ. 市場販売目的のソフトウエ
ア

製品ごとの未償却残高を見込販売収益を基礎として当事業年度の実績販売収益に対応
して計算した金額と残存有効期間に基づく均等配分額のいずれか多い金額で償却して
おります。

ロ. 自社利用のソフトウエア
（リース資産以外）

社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

個別注記表
1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券

イ. 子会社株式 移動平均法による原価法
ロ.  その他有価証券

② デリバティブ 時価法
③ 棚卸資産

　棚卸資産の評価基準は原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。
イ. 商品 個別法
ロ. 仕掛品 個別法
ハ. 貯蔵品 先入先出法

(2) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産

イ. 有形固定資産 定額法を採用しております。
（リース資産以外） なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

ロ. リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
なお、主なリース期間は5年～7年です。

② 無形固定資産

ハ. リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
なお、主なリース期間は5年です。

(3) 引当金の計上基準
① 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上し
ております。

② 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上
しております。

③ 退職給付引当金 従業員の退職給付の支出に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金
資産の見込額に基づき計上しております。なお、当事業年度末は「投資その他の資
産」に「前払年金費用」として表示しております。
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・退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属さ
せる方法については、給付算定式基準によっております。

・数理計算上の差異及び過去勤務費用の処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内
の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度
から費用処理することとしております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10
年）による定額法により費用処理しております。
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の貸借対照表における取扱いが連
結貸借対照表と異なります。

④ 受注損失引当金 受注案件に係る将来の損失に備えるため、受注済案件のうち当事業年度末において将
来の損失が見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積ることが可能なものについて
は、翌事業年度以降に発生が見込まれる損失を引当計上しております。なお、当該引
当金は、これに対応する仕掛品と相殺表示しております。

(4) 重要な収益及び費用の計上基準
　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通
常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。なお、各製品・サービスにおける約束された対価
は履行義務の充足時点から概ね1年内に支払いを受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。

イ. パッケージ製品販売
　HULFT事業においては、当社及び連結子会社で開発したパッケージソフトウェア製品の販売を行っております。顧
客への出荷と引き渡しの時点に重要な相違はなく、出荷時点で顧客が当該製品に対する支配を獲得していることから
履行義務が充足されると判断し、出荷時点で収益を認識しております。

ロ. サポートサービス
　HULFT事業においては、当社及び連結子会社で開発したパッケージソフトウェア製品に係る技術サポートサービス
を提供しております。サポート契約期間を履行義務の充足期間として、履行義務を充足するにつれて一定期間にわた
り収益を認識しております。

ハ. システム開発
　データプラットフォーム事業・流通ITサービス事業・フィナンシャルITサービス事業においては、顧客との契約に
基づき、受託システム開発、システム開発・導入支援、情報通信設備構築を行っております。履行義務の充足に係る
進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識、または履行義務の充足に係る進捗度が合理的に見積もれる時点まで
原価回収基準により収益を認識しております。ただし、工期がごく短く、かつ金額が重要ではない場合、顧客の検収
時点で当該収益を認識しております。

ニ. 情報処理サービス
　データプラットフォーム事業・流通ITサービス事業・フィナンシャルITサービス事業においては、顧客との契約に
基づき、受託計算等のアウトソーシングサービス、クラウドやSaaS、EDI等のアプリケーションサービス、ハウジン
グやホスティング、プラットフォーム等のインフラサービスを提供しております。契約で定められたサービス提供期
間を履行義務の充足期間として、履行義務を充足するにつれて一定期間にわたり収益を認識しております。

(5) のれんの償却方法及び償却期間
　　10年間の定額法により償却しております。
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前事業年度 当事業年度

売上高 428,164 409,390

契約資産 758,211 304,504

2. 会計方針の変更に関する注記
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下「2022年改正会
計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。
　法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし
書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用方針」（企業会計基準適用指針第28号　2022年10
月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。な
お、当該会計方針の変更による当事業年度の計算書類への影響はありません。

3. 会計上の見積りに関する注記
　会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類に重要な
影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

(1) 繰延税金資産の回収可能性
① 当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産　779,761千円 

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　繰延税金資産の認識は、将来減算一時差異に加え税務上の繰越欠損金も勘案のうえ、将来の事業計画に基づく課税所
得の発生時期及び金額によって見積っております。
　当該見積りは、事業計画の基礎となる事業成長率等の一定の仮定を置いていますが、当該仮定は将来の不確実な経済
条件の変動等によって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、
翌事業年度の計算書類において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

(2) 受注損失引当金
① 当事業年度の計算書類に計上した金額

受注損失引当金　9,463千円

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　顧客より受注したシステム開発案件のうち、当該受注契約の履行に伴い、翌事業年度以降に損失の発生が見込まれ、
かつ、当該損失額を合理的に見積ることが可能なものについては、将来の損失に備えるため翌事業年度以降に発生が見
込まれる損失額を受注損失引当金として計上し、対応する仕掛品と相殺して表示しております。
　なお、当事業年度において、相殺表示した仕掛品はありません。
　受注損失引当金の見積りにおいては、顧客との契約条件の充足に係る交渉の状況を踏まえ、開発遅延の発生可能性や
解消のための対応策の複雑性等を考慮して見積った工数に基づいております。また、見積りの前提条件の変更等により
追加の引当が発生する可能性があり、翌事業年度に係る計算書類において認識する金額に重要な影響を与える可能性が
あります。

(3) 請負契約に基づくシステム開発に係る収益認識
① 当事業年度の計算書類に計上した金額
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(1) 有形固定資産の減価償却累計額 1,985,949千円

　短期金銭債権 883,169千円
　短期金銭債務 44,394千円

営業取引（収益分） 6,948,175千円
営業取引（費用分） 657,064千円
営業取引以外の取引 －千円

当 事 業 年 度
期 首 株 式 数 （ 株 ）

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数 （ 株 ）

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数 （ 株 ）

当 事 業 年 度 末
株 式 数 （ 株 ）

普 通 株 式 584 － － 584
合 計 584 － － 584

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　請負契約等の顧客に対して成果物の引き渡し義務を伴う受託システム開発については、合理的に履行義務の充足に係
る進捗度を見積ることができる場合には、当該進捗度に基づき一定期間にわたり収益を認識しております。
　履行義務の充足に係る進捗度の見積りにあたっては、見積原価総額に対する実際発生原価の割合により測定し、それ
に基づき収益を認識しております。見積原価総額は、主として開発工数と工数単価により見積もられる労務費及び外注
費等によって構成されております。プロジェクトの開発工数は、プロジェクトを構成する機能開発ごとに、過去の類似
する開発実績を基礎として、その他プロジェクト固有の特性、遂行体制、納期、進捗状況等を総合的に勘案して見積も
っております。
　受託システム開発は、契約ごとの個別性が強く、顧客要望の高度化、プロジェクトの複雑化や完成までの事業環境の
変化等によって、当初見積り時には予見不能な作業工数の増加により見積りの修正が必要になることがあります。見積
原価総額が大幅に変動した場合には、翌事業年度に係る計算書類において認識する金額に重要な影響を与える可能性が
あります。

4. 貸借対照表に関する注記

(2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務は次のとおりであります。

5. 損益計算書に関する注記
(1) 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引高の総額

(2) 売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額
売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額は9,463千円であります。

6. 株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の数に関する事項
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関係会社株式評価損 939,393千円
減価償却超過額 784,448
資産除去債務 130,591
賞与引当金 125,056
その他 124,988
小計 2,104,478
評価性引当額 △1,106,928

繰延税金資産合計 997,549

前払年金費用 156,803千円
資産除去債務に対応する除去費用 44,405
その他有価証券評価差額金 16,579

繰延税金負債合計 217,788
繰延税金資産の純額 779,761

種 類 会社等の名
称又は氏名 所 在 地

資本金又は
出 資 金

(百万円)

事 業 の
内 容 又 は
職 業

議 決 権 等
の所有(被
所有)割合

(％)

関連当事者
と の 関 係 取 引 の 内 容 取 引 金 額

（千円） 科 目 期 末 残 高
（千円）

その他の関
係 会 社

㈱クレディ
セ ゾ ン

東 京 都
豊 島 区 75,929 総合信販業

被所有
直　接
46.88

情 報 処 理
サービスの
提 供 等

営 業
取 引

情 報 処 理
サービス等
の 販 売

6,935,724

売 掛 金 877,477

契 約 資 産 273,274

前 受 金 209,667

(1) 1株当たり純資産額 886円59銭
(2) 1株当たり当期純利益 102円54銭

当期純利益 1,661,115千円
普通株式に係る当期純利益 1,661,115千円
普通株式の期中平均株式数 16,199,416株

7. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（繰延税金資産）

（繰延税金負債）

8. 関連当事者との取引に関する注記
親会社及び法人主要株主等

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
情報処理サービス等の販売については、価格その他の取引条件は当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件に
よっております。

9. 収益認識に関する注記
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、「連結注記表　8.収益認識に関する注記」に
同一の内容を記載しておりますので注記を省略しております。

10. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
　

2025年5月9日
株式会社　セゾンテクノロジー
　　　取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人トーマツ
　　　東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 三 澤 　 幸 之 助
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 柴 田 勝 啓

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社セゾンテクノロジーの2024年4月1日か
ら2025年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連
結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、株式会社セゾンテクノロジー及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財
産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
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個別注記表、連結会計監査報告

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、
監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結
計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求め
られている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並び
に連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切
な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査
に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上
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個別会計監査報告

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
　

2025年5月9日
株式会社　セゾンテクノロジー
　　　取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人トーマツ
　　　東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 三澤　幸之助
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 柴 田 勝 啓

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社セゾンテクノロジーの2024年4月
1日から2025年3月31日までの第56期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資
本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行っ
た。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。

計算書類に係る会計監査報告
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個別会計監査報告

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類
等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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個別会計監査報告

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計
算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査役会は、2024年4月1日から2025年3月31日までの第56期事業年度の取締役の職務の
執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以
下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に
ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求めました。
(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に
従い、取締役、内部監査部門その他使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境
の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要
な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、
子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社か
ら事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保する
ために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備
に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シス
テム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報
告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。なお、財務報告に係る内部
統制については取締役等及び有限責任監査法人トーマツから当該内部統制の評価及び監
査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保す
るための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基
準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を
求めました。

監査役会の監査報告
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監査役会の監査報告

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書
類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検
討しました。

2. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は
認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内
部統制システムに関する取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含
め、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年5月13日
株式会社　セゾンテクノロジー　監査役会

常勤監査役 栂 野 恭 輔 ㊞
監 査 役 小 川 憲 久 ㊞
監 査 役 小 林 隆 博 ㊞

　（注）監査役小川憲久、監査役小林隆博は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役で
あります。

以　上
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剰余金の処分議案

配当財産の種類 金銭

配当財産の割当てに関する事項
およびその総額

当社普通株式1株につき、金45円
配当総額：　728,973,720円

剰余金の配当が効力を生じる日 2025年6月18日

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金の処分の件
　剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
　当期の期末配当につきましては、利益の状況及び配当方針を勘案いたしまして、1株につき、
45円といたしたいと存じます。（中間配当として1株につき45円をお支払いしておりますの
で、当期の年間配当は、1株につき90円となります。）

（配当方針）
　当社は、魅力的で稀有な高収益IT企業となり、企業価値最大化の実現につなげるという経営目
標から、ROE20％、自己資本比率、TSR（株主総利回り）を経営指標に設定し、高ROE企業に
ふさわしい株主還元の実現を図るため、以下の方針を設定しております。
① DOE（自己資本配当率）10％を目安とする
② 自己資本比率50％～75％を維持し、最適資本構成を目指す
③ 通期見通しの約1/2を中間配当額とする

－ 53 －
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取締役選任議案

候補者
番　号

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況
（※　　 印　　 は　　 現　　 職）

所 有 す る
当社株式の数

1

は

葉
 

　
 

 
やま

山
 

　
 

 
 

　
 

　
 

 
まこと

誠
(1969年7月24日生)

    1997年4月 ㈱サトー入社
    2010年6月 同社執行役員カスタマーサポート本部長

（兼）サトーシステムサポート㈱（現㈱サトー）代
表取締役社長

    2011年4月 同社常務執行役員カスタマーサポート本部長
（兼）サトーシステムサポート㈱（現㈱サトー）代
表取締役社長

    2012年4月 同社常務執行役員
（兼）SATO UK LTD. Chairman

    2014年4月 同社常務執行役員
（兼）SATO INTERNATIONAL EUROPE N.V. 
Managing Director

    2017年1月 当社入社
    2017年4月 当社HULFT事業部長
    2018年4月 公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）ビジネ

スタスクフォースシニアコーディネーター
    2019年7月 ※同法人フェロー

2022年6月 当社代表取締役社長
2023年4月 当社社長執行役員CEO
2024年4月 ※当社代表取締役 社長執行役員

11,100株

【取締役候補者とした理由】
同氏は、IoT分野に強みを有する㈱サトーにおいて、商品企画、欧州事業トップ等を経験しております。当社にお
いてもHULFT事業部長としての経験があり、当社事業に関する知見も有しております。更に公益財団法人地球環境
戦略研究機関（IGES）にて企業の脱炭素経営推進を通じて企業の変革を支援した実績があります。同氏がその経歴
を通じて培った多様な経験を当社経営に活かすことが、当社の海外事業加速や新規事業創出、ESG取組み加速等を
通じた事業価値の向上、および取締役会の意思決定・監督機能の強化に繋がると判断し、引き続き取締役として選
任をお願いするものであります。

第2号議案 取締役8名選任の件
　取締役全員（8名）が本株主総会の終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、社外取締役3名を含む取締役8名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　取締役候補者は、指名・報酬委員会で審議し、取締役会で次のとおり決定しています。
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取締役選任議案

候補者
番　号

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況
（※　　 印　　 は　　 現　　 職）

所 有 す る
当社株式の数

2

いし

石
 

　
 

 
だ

田
 

　
 

 
せい

誠
 

　
 

 
じ

司
(1968年3月30日生)

    1990年4月 ㈱CSK（現SCSK㈱）入社
    1996年8月 CSI㈱（現SCSK Minoriソリューションズ㈱）転籍
    2004年9月 日本SSAグローバル㈱（現インフォアジャパン㈱）

入社
    2006年9月 ソフトバンクIDC㈱（現㈱IDCフロンティア）入社
    2017年1月 同社代表取締役社長
    2017年7月 ソフトバンク㈱入社
    2018年4月 同社クラウドエンジニアリング本部長
    2021年6月 当社入社

当社上席執行役員新規ビジネス開発推進担当
    2021年10月 当社上席執行役員戦略ビジネス推進統括
    2022年4月 当社上席執行役員DIビジネス統括

（兼）データプラットフォームビジネスユニット長
    2022年6月 ※当社取締役

当社事業推進管掌
2023年4月 ※当社常務執行役員営業本部長

2,795株

【取締役候補者とした理由】
同氏は、上記略歴のとおり、長年にわたりIT業界における営業経験や㈱IDCフロンティアでの経営者としての十分
な経験・実績を有しております。
特にソフトウェアの販売・マーケティングにおいて豊富な経験と専門性の高い知見を有しております。また、当社
の目指すべきデータエンジニアリングサービス領域においてもリカーリングモデルのビジネスにも精通しており、
当社事業戦略の実現に向けて、取締役会の意思決定・監督機能の強化に繋がると判断し、引き続き取締役として選
任をお願いするものであります。
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取締役選任議案

候補者
番　号

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況
（※　　 印　　 は　　 現　　 職）

所 有 す る
当社株式の数

3

よし

吉
 

　
 

 
はら

原
 

　
 

 
 

　
 

　
 

 
じゅん

淳
(1974年9月23日生)

【新任】

1997年4月 DDI東京ポケット電話㈱（現ソフトバンク㈱）入社
2010年9月 ㈱ミクシィ（現㈱MIXI）入社
2011年7月 当社入社
2014年4月 当社HULFT事業部カスタマーサービス部品質マネジ

メント課長
2015年4月 当社HULFT事業部カスタマーサービス部次長
2017年4月 当社HULFT事業部カスタマーサービス部長
2021年4月 当社執行役員カスタマーサービスセンター長
2023年4月 当社執行役員カスタマーサクセス本部長
2025年4月 ※当社執行役員経営管理本部長

－

【取締役候補者とした理由】
同氏は、長きにわたり、当社の企業価値向上の中核をなすHULFT製品・サービス群のカスタマーサポートに携わ
り、顧客満足度向上や製品・サービスの改善を牽引しており、また、製品の保守売上等に係る所管組織の業績を継
続的に向上させております。これらの経験から、顧客視点に立った経営計画を立案・実行するとともに、業績目標
を達成する組織運営を全社に敷衍していただくことを期待し、またその能力があると判断し、新たに取締役候補者
として選任をお願いするものです。

4

しぶ

渋
 

　
 

 
や

谷
 

　
 

 
じゅん

淳
 

　
 

 
いち

一
(1968年10月31日生)

【新任】

1992年4月 ユニオンクレジット㈱（現ユーシーカード㈱）入社
2006年1月 ㈱クレディセゾン転籍　同社営業第1部 課長
2014年3月 同社北海道支店長
2018年3月 同社北関東支社長
2019年10月 同社東日本統括部長 兼 北関東支社長
2021年3月 同社東日本営業部長 兼 東京支社長
2022年10月 同社リテール営業部長
2024年3月 同社プロセシング営業部プロセシンググループ部長
2025年4月 当社入社

※当社執行役員営業本部副本部長

－

【取締役候補者とした理由】
同氏は、㈱クレディセゾンにおいて東日本営業部長や東京支社長等を歴任し、また金融業界およびプロセシング業
界に精通し、特に法人営業分野において豊富な経験・人脈と幅広い見識を有しております。
同氏がその経歴を通じて培った経験と見識を当社経営に活かすことが、当社営業組織の強化に繋がるものと判断
し、新たに取締役候補者として選任をお願いするものです。
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取締役選任議案

候補者
番　号

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況
（※　　 印　　 は　　 現　　 職）

所 有 す る
当社株式の数

5

お

小
 

　
の

野
 

　
かず

和
 

　
とし

俊
(1976年8月6日生)

1999年4月 サ ン ・ マ イ ク ロ シ ス テ ム ズ （ 現Oracle 
Corporation）入社

2000年10月 ㈱アプレッソ（現㈱セゾンテクノロジー）代表取締
役社長

2003年12月 同社代表取締役副社長
2013年7月 当社顧問
2013年9月 ㈱アプレッソ（現㈱セゾンテクノロジー）代表取締

役社長
2015年6月 当社取締役
2016年4月 当社常務取締役　テクノベーションセンター長
2018年4月 当社プロダクトディベロップメントセンター長
2019年3月 ㈱クレディセゾン入社

同社CTO テクノロジーセンター長
2019年6月 同社取締役CTO デジタルイノベーション事業部担当

（兼）テクノロジーセンター長
2020年3月 同社取締役（兼）常務執行役員CTO デジタルイノベ

ーション事業部管掌
（兼）デジタルイノベーション事業部長
（兼）テクノロジーセンター長

2020年6月 同社常務執行役員
2021年3月 同社専務執行役員CTO（兼）CIO デジタルイノベー

ション事業部長（兼）IT戦略部長、テクノロジーセ
ンター長

2021年6月 同社取締役（兼）専務執行役員CTO（兼）CIO
2022年3月 同社CSDX推進部長、テクノロジーセンター長
2023年3月 ※同社取締役（兼）専務執行役員CDO（兼）CTO
2023年6月 ※当社取締役

3,600株

【取締役候補者とした理由】
同氏は、IT経営に関する豊富な経験と、データ連携ソフトウェアの開発など、先端技術を駆使した当社データ連携
ビジネスに必要な技術的な知見を有しております。また、同氏は㈱クレディセゾンのCTOとして全社横断的なデジ
タルシフトの推進者である点など、当社の企業価値向上に資するものと判断し、引き続き取締役として選任をお願
いするものであります。
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取締役選任議案

候補者
番　号

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況
（※　　 印　　 は　　 現　　 職）

所 有 す る
当社株式の数

6

なが

長
 

　
 

 
せ

瀬
 

　
 

 
 

　
よし

𠮷　
 

 
まさ

昌
(1957年11月3日生)

1981年4月 大和証券㈱入社
2006年4月 大和証券エスエムビーシー㈱（現大和証券㈱）執行

役員名古屋支店長
2008年9月 同社執行役員 国際業務企画担当（兼）企画担当
2009年4月 同社常務執行役員
2011年4月 大和証券㈱常務取締役 営業副本部長（兼）法人担当
2013年4月 同社専務取締役 プロダクト・ソリューション本部長
2015年4月 同社代表取締役専務取締役コンプライアンス担当

㈱大和証券グループ本社専務執行役員
2019年4月 ※㈱ジェイ・アンド・ユー代表取締役
2020年7月 ㈱バッファロー・IT・ソリューションズ取締役
2021年6月 ※㈱メルコホールディングス（現㈱バッファロー）

取締役
2024年6月 ※当社取締役

－

【社外取締役候補者とした理由　及び　期待される役割の概要】
同氏は、大和証券㈱や㈱バッファローにて代表取締役等を歴任し、長きにわたり会社経営全般に携わっており、金
融業界の知見、コンプライアンス・IR・M&Aに関する知見、幅広い会社経営の知見及び経験を豊富に有しており
ます。同氏の知見及び経験が、当社の企業価値向上に資するとともに、取締役会の意思決定を行う上での適時適切
な助言が期待されることから、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。

7

ま

マ
に

ニ
や

ヤ
ん

ン
 

　
ま

麻
り

里
こ

子
(1980年1月30日生)

2005年1月 ソシエテジェネラル証券㈱入社
2007年8月 スイス・リー・キャピタル・マーケッツ証券入社
2010年8月 ゴールドマン・サックス証券入社
2014年10月 グッゲンハイム・パートナーズ㈱入社
2016年7月 ※㈱TPO代表取締役
2021年1月 ※UWC ISAK Japan理事
2023年6月 ※当社取締役

－

【社外取締役候補者とした理由　及び　期待される役割の概要】
同氏は、フランスでの出版社や、アメリカでの金融業界において商品開発や営業に従事し、グローバルな環境での
事業活動を通じて、ダイバーシティー＆インクルージョンなどの考え方が確立しており、また2016年には起業し
経営者としての経験も有しております。同氏の知見、経験、多様な視点が、当社のサステナビリティ経営の向上に
資するとともに、業務執行を担う経営陣から独立した立場から、取締役会の意思決定を行う上での適時適切な助言
が期待されることから、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。

8

くろ

黒
だ

田
 

　
は

は
る

る
ひ

ひ
(1987年4月16日生)

2011年8月 弁護士登録
2011年9月 西村あさひ法律事務所入所
2016年4月 ※本間合同法律事務所入所
2021年12月 ※㈱ノエビアホールディングス社外取締役
2023年6月 ※当社取締役

－

【社外取締役候補者とした理由　及び　期待される役割の概要】
同氏は、弁護士として、Ｍ＆Ａ・企業再編・事業継承、またコンプライアンス体制構築支援などの専門的知見を有
していることから、法的観点から有益な意見を得られるなど、当社の企業価値向上に資するとともに、業務執行を
担う経営陣から独立した立場から、取締役会の意思決定を行う上での適時適切な助言が期待されることから、引き
続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
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取締役選任議案

（注）
1. 各候補者と当社の間に、特別の利害関係はありません。
2. 長瀬𠮷昌、マニヤン麻里子、黒田はるひの各氏は、社外取締役候補者であります。当社は、マニヤン麻里子、黒

田はるひの各氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。各氏
が再任された場合、当社は、引き続き各氏を独立役員とする予定です。

3. マニヤン麻里子、黒田はるひの各氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって2年です。
また、長瀬𠮷昌氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって1年です。

4. 当社は、小野和俊、長瀬𠮷昌、マニヤン麻里子、黒田はるひの各氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づ
き、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度
額は、300万円または同法第425条第1項に規定される最低責任限度額のいずれか高い額としております。また、
当該契約に基づく責任限定が認められるのは、その責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過
失がないときに限られております。本総会において各氏の再任が承認された場合には、当社は、各氏との間で、
同様の内容の契約を継続する予定です。

5. 当社は、保険会社との間で、取締役全員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任
保険契約を締結しております。当該契約の概要は、被保険者がその職務の執行に関して負担することとなる法律
上の損害賠償金、訴訟費用を填補するものです。各候補者が取締役に就任した場合は、各候補者は被保険者に含
められることとなります。また、次回更新時には同内容で更新する予定です。
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監査役選任議案

候補者
番　号

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 地 位 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況
（※　　 印　　 は　　 現　　 職）

所 有 す る
当社株式の数

1

こ
小

 

　
ばやし
林

 

　
たか
隆

 

　
ひろ
博

(1958年３月17日生)

1981年4月 ㈱リコー入社
1985年1月 Ricoh Netherlands BV（欧州統括会社）赴任
1988年1月 ㈱リコー海外本部
1994年3月 Ricoh Corporation （ 米 国 現 地 法 人 ）

Director,Strategic Planning
2005年6月 ㈱リコー海外事業本部・事業企画室長
2007年3月 Ricoh Australia Pty（オーストラリア現地法人）副

社長
2008年9月 ㈱リコー海外本部事業統括室長
2009年6月 同社グローバルマーケティング本部事業企画室長

リコーロジスティクス㈱（現SBSリコーロジスティ
クス㈱）取締役

2010年7月 リコーITソリューションズ㈱監査役
2011年4月 リコージャパン㈱監査役
2012年7月 ㈱リコー経理本部事業支援部長
2014年8月 同社ビジネスソリューション事業本部事業企画室長
2017年4月 同社コーポレート人事部シニアマネジメント
2017年6月 ※当社監査役

－

【社外監査役候補者とした理由】
同氏は、長年にわたり㈱リコーにおいて主に海外における事業企画およびマーケティングに携わられた後、同社の
経理本部事業支援部長および複数社の取締役または監査役を務められており、豊富な経験と幅広い見識を有してい
ます。同氏がその経歴を通じて培ったグローバル事業展開および企業経営に関する経験と見識を、経営陣から独立
した立場で当社の監査に反映し、独立かつ公正な立場による客観的な監査意見を期待できるものと判断し、引き続
き社外監査役として選任をお願いするものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件
　監査役小林隆博氏は本株主総会の終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、監査体制の強化を図るために、1名増員し、監査役2名の選任をお願いいたしたい
と存じます。
　なお、本議案が原案どおり承認可決されますと、当社監査役は4名（うち社外監査役3名）となり
ます。また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は次のとおりであります。
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監査役選任議案

候補者
番　号

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 地 位 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況
（※　　 印　　 は　　 現　　 職）

所 有 す る
当社株式の数

2

みず

水
 

　
かみ

上
 

　
え

恵
 

　
り

理

(1969年5月13日)
【新任】

1999年６月 公認会計士 登録
勝島敏明税理士事務所(現 デロイトトーマツ税理士
法人) 入所

2001年４月 シュルンベルジェ㈱ 入社
2003年３月 KPMG税理士法人 入所
2008年12月 EY税理士法人 入所
2010年５月 米国公認会計士 登録
2011年７月 ※水上恵理公認会計士税理士事務所 開所 代表
2017年７月 ※ヘラルドアドバイザリー合同会社 設立 代表
2024年６月 ※レオン自動機㈱ 社外監査役

－

【社外監査役候補者とした理由】
同氏は、公認会計士および税理士として、国際税務や海外子会社等の管理業務について豊富な経験や専門知識を有
しております。同氏がその経歴を通じて培った経験と見識を、経営陣から独立した立場で当社の監査に反映し、独
立かつ公正な立場による客観的な監査意見を期待できるものと判断し、新たに社外監査役として選任をお願いする
ものであります。

（注）
1. 各候補者は、社外監査役候補者であります。

当社は、小林隆博氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定です。水上恵理氏につきましても、東京証券取
引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定す
る予定です。

２. 社外監査役候補者が当社社外監査役に就任してからの年数
小林隆博氏の当社社外監査役就任期間は、本総会の終結の時をもって8年です。

3. 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
4. 当社は、各監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契

約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、300万円または同法第425条第1項に規定される最低
責任限度額のいずれか高い額としております。また、当該契約に基づく責任限定が認められるのは、その責任の
原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られております。各候補者の選任が承認
された場合、当社は、各候補者との間で、同様の内容の契約を締結する予定です。

5. 当社は、保険会社との間で、監査役全員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任
保険契約を締結しております。当該契約の概要は、被保険者がその職務の執行に関して負担することとなる法律
上の損害賠償金、訴訟費用を塡補するものです。各候補者の選任が承認された場合、各候補者は被保険者に含め
られることとなります。また、次回更新時には同内容で更新する予定です。

以上
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参考：スキルマトリクス

氏名 経営 セールス
マーケ テクノロジー グロー

バル
財務
会計

法務
ガバナンス

サステナビリ
ティ

葉山　　誠 ○ ○ ○

石田　誠司 ○ ○ ○ ○

吉原　　淳 ○ ○

渋谷　淳一 ○ ○

小野　和俊 ○ ○

長瀬　𠮷昌 ○ ○

マニヤン　麻里子 ○ ○ ○

黒田　はるひ ○ ○

ご参考：第2号議案が承認されたのちの取締役体制（予定）
※第2号議案の候補者を原案どおりご選任いただいた場合の取締役が有する主な専門性・知見・経験
は、以下のとおりです。
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